
広
島
県
地
方
機
関
の
長
に
対
す
る
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

広
島
県
知
事

湯

﨑

英

彦

広
島
県
規
則
第
二
十
二
号

広
島
県
地
方
機
関
の
長
に
対
す
る
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

第
一
条

広
島
県
地
方
機
関
の
長
に
対
す
る
事
務
委
任
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
広
島
県
規
則
第
五
十
六
号

）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う

に
改
正
す
る
。

改

正

後

改

正

前

（
保
健
所
長
へ
の
委
任
）

第
九
条

（
略
）

一
䢣
十
六

（
略
）

十
六
の
二

（
略
）

㈠

別
表
第
十
七
第
九
号
に
定
め
る
健
康
被
害
に

関
す
る
情
報
の
提
供
の
受
付

㈡
・
㈢

（
略
）

十
六
の
三
䢣
九
十
二

（
略
）

（
食
肉
衛
生
検
査
所
長
へ
の
委
任
）

第
十
条

（
略
）

一
䢣
三

（
略
）

四

本
条
中
の
事
務
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の
に

係
る
行
政
手
続
法
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
聴
聞
又
は
弁
明
の
機
会
の
付
与

第
一
号
㈤
、
㈥
、
㈧
及
び

並
び
に
前
号
㈥

（
こ
ど
も
家
庭
セ
ン
タ
ー
所
長
へ
の
委
任
）

第
十
二
条

（
略
）

一

（
略
）

㈠
䢣


（
略
）



第
三
十
三
条
の
四
の
規
定
に
よ
る
理
由
の
説

明
及
び
意
見
の
聴
取
（
第
二
十
七
条
第
一
項
第

二
号
及
び
第
三
号
並
び
に
第
二
項
の
措
置
並
び

に
児
童
自
立
生
活
援
助
の
実
施
に
係
る
も
の
に

限
る
。
）


䢣


（
略
）



第
五
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
官
公
署

に
対
す
る
書
類
の
閲
覧
又
は
資
料
の
提
供
の
要

求
（
第
五
十
条
第
七
号
、
第
七
号
の
二
及
び
第

七
号
の
三
に
掲
げ
る
費
用
に
係
る
も
の
に
限
る
。

）

・


（
略
）

一
の
二
・
一
の
三

（
略
）

一
の
四

里
親
が
行
う
養
育
に
関
す
る
最
低
基
準
（

平
成
十
四
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
十
六
号
）
に
基

づ
く
知
事
の
権
限
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の

㈠

第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
の
要

（
保
健
所
長
へ
の
委
任
）

第
九
条

（
略
）

一
䢣
十
六

（
略
）

十
六
の
二

（
略
）

㈠
・
㈡

（
略
）

十
六
の
三
䢣
九
十
二

（
略
）

（
食
肉
衛
生
検
査
所
長
へ
の
委
任
）

第
十
条

（
略
）

一
䢣
三

（
略
）

四

本
条
中
の
事
務
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の
に

係
る
行
政
手
続
法
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
聴
聞
又
は
弁
明
の
機
会
の
付
与

第
一
号
㈡
、
第
二
号
㈤
、
㈥
、
㈧
及
び

並
び

に
前
号
㈥

（
こ
ど
も
家
庭
セ
ン
タ
ー
所
長
へ
の
委
任
）

第
十
二
条

（
略
）

一

（
略
）

㈠
䢣


（
略
）



第
三
十
三
条
の
四
の
規
定
に
よ
る
理
由
の
説

明
及
び
意
見
の
聴
取
（
第
二
十
七
条
第
一
項
第

二
号
及
び
第
三
号
並
び
に
第
二
項
の
措
置
並
び

に

に
係
る
も
の
に
限
る
。
）


䢣


（
略
）



第
五
十
六
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
官
公
署

に
対
す
る
書
類
の
閲
覧
又
は
資
料
の
提
供
の
要

求
（
第
五
十
条
第
七
号
、
第
七
号
の
二
及
び
第

七
号
の
三
に
掲
げ
る
費
用
に
係
る
も
の
に
限
る
。

）

・


（
略
）

一
の
二
・
一
の
三

（
略
）



求
㈡

第
十
四
条
第
二
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ

る
届
出
の
受
付

㈢

第
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
養
育
の
継

続
の
承
認

㈣

第
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
養
育
期
間
の
更
新

の
承
認

二
・
三

（
略
）

二
・
三

（
略
）

（
農
林
水
産
事
務
所
長
へ
の
委
任
）

第
十
三
条

（
略
）

一

（
略
）

二

新
規
就
農
者
育
成
総
合
対
策
実
施
要
綱
等
に
基

づ
く
市
町
村
経
営
発
展
支
援
事
業
計
画
等
、
市
町

村
事
業
計
画
等
、
研
修
計
画
（
就
農
準
備
資
金
等

の
う
ち
、
県
全
域
を
対
象
と
す
る
と
知
事
が
認
め

た
研
修
機
関
が
行
う
研
修
に
係
る
も
の
を
除
く
。

）
及
び
農
地
の
受
け
手
確
保
に
向
け
た
新
規
就
農

者
誘
致
環
境
整
備
事
業
実
施
計
画
等
（
県
全
域
を

対
象
と
す
る
と
知
事
が
認
め
た
研
修
機
関
が
行
う

事
業
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
の
承
認

二
の
二

強
い
農
業
づ
く
り
総
合
支
援
交
付
金
交
付

等
要
綱
に
基
づ
く
事
業
実
施
計
画
等
の
承
認
（
畜

産
に
関
す
る
事
業
に
係
る
も
の
及
び
県
の
全
域
を

対
象
と
す
る
等
の
広
域
的
な
取
組
に
係
る
も
の
を

除
く
。
）

二
の
三
䢣
二
の
十
一

（
略
）

二
の
十
二

新
基
本
計
画
実
装
・
農
業
構
造
転
換
支

援
事
業
補
助
金
交
付
等
要
綱
に
基
づ
く
取
組
実
施

計
画
の
承
認
（
県
の
全
域
を
対
象
と
す
る
等
の
広

域
的
な
取
組
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）

三
䢣
六

（
略
）

七

（
略
）

㈠

（
略
）

㈡

農
業
振
興
対
策
事
業
費
補
助
金
等
交
付
要
綱

に
よ
る
補
助
金
等
（
新
規
就
農
者
育
成
総
合
対

策
事
業
（
県
全
域
を
対
象
と
す
る
と
知
事
が
認

め
た
研
修
機
関
に
係
る
就
農
準
備
資
金
に
係
る

も
の
及
び
新
規
就
農
者
誘
致
環
境
整
備
事
業
に

限
る
。
）
及
び
農
産
物
生
産
供
給
体
制
強
化
事

業
（
畜
産
に
関
す
る
も
の
、
県
の
全
域
を
対
象

と
す
る
等
の
広
域
的
な
取
組
に
係
る
も
の
及
び

産
地
パ
ワ
ー
ア
ッ
プ
計
画
（
都
道
府
県
農
業
再

生
協
議
会
長
が
作
成
し
た
も
の
に
限
る
。
）
に

係
る
も
の
に
限
る
。
）
を
除
く
。
）

㈢
䢣
㈥

（
略
）

八
䢣
十
一

（
略
）

十
二

（
略
）

㈠
・
㈡

（
略
）

㈢

第
七
条
の
規
定
に
よ
る
遊
漁
船
業
者
の
登
録

事
項
の
変
更
の
届
出
の
受
理

㈣

第
八
条
の
規
定
に
よ
る
遊
漁
船
業
者
の
業
務

規
程
の
変
更
の
届
出
の
受
理

㈤

第
九
条
の
規
定
に
よ
る
遊
漁
船
業
者
登
録
簿

の
閲
覧

（
農
林
水
産
事
務
所
長
へ
の
委
任
）

第
十
三
条

（
略
）

一

（
略
）

二

新
規
就
農
者
育
成
総
合
対
策
実
施
要
綱
等
に
基

づ
く
市
町
村
経
営
発
展
支
援
事
業
計
画
等
、
市
町

村
事
業
計
画
等
、
研
修
計
画
（
就
農
準
備
資
金
等

の
う
ち
、
県
全
域
を
対
象
と
す
る
と
知
事
が
認
め

た
研
修
機
関
が
行
う
研
修
に
係
る
も
の
を
除
く
。

）
及
び
サ
ポ
ー
ト
体
制
構
築
事
業
実
施
計
画
（
県

全
域
を
対
象
と
す
る
と
知
事
が
認
め
た
研
修
機
関

が
行
う
事
業
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
の
承
認

二
の
二

強
い
農
業
づ
く
り
総
合
支
援
交
付
金
交
付

等
要
綱
に
基
づ
く
事
業
実
施
計
画
等
の
承
認
（
畜

産
に
関
す
る
事
業
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）

二
の
三
䢣
二
の
十
一

（
略
）

三
䢣
六

（
略
）

七

（
略
）

㈠

（
略
）

㈡

農
業
振
興
対
策
事
業
費
補
助
金
等
交
付
要
綱

に
よ
る
補
助
金
等
（
新
規
就
農
者
育
成
総
合
対

策
事
業
（
県
全
域
を
対
象
と
す
る
と
知
事
が
認

め
た
研
修
機
関
に
係
る
就
農
準
備
資
金
に
係
る

も
の
並
び
に
サ
ポ
ー
ト
体
制
構
築
事
業
及
び
市

町
活
動
費
に
関
す
る
事
業
に
限
る
。
）
及
び
農

産
物
生
産
供
給
体
制
強
化
事
業
（
畜
産
に
関
す

る
も
の
及
び
産
地
パ
ワ
ー
ア
ッ
プ
計
画
（
都
道

府
県
農
業
再
生
協
議
会
長
が
作
成
し
た
も
の
に

限
る
。
）
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
を
除
く
。

）
㈢
䢣
㈥

（
略
）

八
䢣
十
一

（
略
）

十
二

（
略
）

㈠
・
㈡

（
略
）

㈢

第
七
条
の
規
定
に
よ
る
遊
漁
船
業
者
の
登
録

の
変
更
の
届
出
の
受
理

㈣

第
八
条
の
規
定
に
よ
る
遊
漁
船
業
者
登
録
簿

の
閲
覧



㈥

第
十
条
の
規
定
に
よ
る
遊
漁
船
業
者
の
廃
業

等
の
届
出
の
受
理

㈦

第
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
登
録
の
抹
消

㈧

第
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
事
故
の
報
告
の
届

出
の
受
理

㈨

第
二
十
条
の
規
定
に
よ
る
業
務
改
善
命
令

㈩

第
二
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
登
録
の
取
消
し

等


第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
報
告
の
徴
取
及

び
立
入
検
査
（
遊
漁
船
業
団
体
に
係
る
も
の
を

除
く
。
）

十
三
䢣
七
十

（
略
）

㈤

第
九
条
の
規
定
に
よ
る
遊
漁
船
業
者
の
廃
業

等
の
届
出
の
受
理

㈥

第
十
条
の
規
定
に
よ
る
登
録
の
抹
消

㈦

第
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
業
務
規
程
の
届
出

の
受
理

㈧

第
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
業
務
改
善
命
令

㈨

第
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
登
録
の
取
消
し
等

㈩

第
二
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
報
告
の
徴
取
及

び
立
入
検
査
（
遊
漁
船
業
団
体
に
係
る
も
の
を

除
く
。
）

十
三
䢣
七
十

（
略
）

（
建
設
事
務
所
長
へ
の
委
任
）

第
十
六
条

（
略
）

一
䢣
七
十
九

（
略
）

八
十

（
略
）

㈠

第
六
条
の
二
第
五
項
又
は
第
十
八
条
第
十
八

項
（
第
八
十
七
条
第
一
項
、
第
八
十
七
条
の
四

並
び
に
第
八
十
八
条
第
一
項
（
建
築
基
準
法
施

行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
三
百
三
十
八
号

）
第
百
三
十
八
条
第
二
項
第
二
号
及
び
第
三
号

に
掲
げ
る
も
の
（
以
下
「
遊
戯
施
設
」
と
い
う
。

）
に
関
す
る
部
分
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
に
お

い
て
同
じ
。
）
及
び
第
二
項
（
遊
戯
施
設
に
関

す
る
部
分
を
除
く
。
）
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
確
認
審
査
報
告

書
等
又
は
審
査
報
告
書
等
の
受
理

㈡

第
六
条
の
二
第
六
項
又
は
第
十
八
条
第
十
九

項
（
第
八
十
七
条
第
一
項
、
第
八
十
七
条
の
四

並
び
に
第
八
十
八
条
第
一
項
及
び
第
二
項
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ

る
通
知

㈢

第
七
条
の
二
第
六
項
又
は
第
十
八
条
第
二
十

七
項
（
第
八
十
七
条
の
四
並
び
に
第
八
十
八
条

第
一
項
及
び
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
完
了
検
査
報
告
書

等
の
受
理

㈣

第
七
条
の
四
第
六
項
又
は
第
十
八
条
第
三
十

六
項
（
第
八
十
七
条
の
四
及
び
第
八
十
八
条
第

一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の

規
定
に
よ
る
中
間
検
査
報
告
書
等
の
受
理

㈤

（
略
）

㈥

第
七
条
の
六
第
三
項
又
は
第
十
八
条
第
三
十

九
項
（
第
八
十
七
条
の
四
又
は
第
八
十
八
条
第

一
項
若
し
く
は
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
仮
使
用
認
定
報

告
書
の
受
理

㈦

第
七
条
の
六
第
四
項
又
は
第
十
八
条
第
四
十

項
（
第
八
十
七
条
の
四
又
は
第
八
十
八
条
第
一

項
若
し
く
は
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
通
知

㈧
䢣


（
略
）

（
建
設
事
務
所
長
へ
の
委
任
）

第
十
六
条

（
略
）

一
䢣
七
十
九

（
略
）

八
十

（
略
）

㈠

第
六
条
の
二
第
五
項
（
第
八
十
七
条
第
一
項
、

第
八
十
七
条
の
四
並
び
に
第
八
十
八
条
第
一
項

（
建
築
基
準
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令

第
三
百
三
十
八
号
）
第
百
三
十
八
条
第
二
項
第

二
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
も
の
（
以
下
「
遊

戯
施
設
」
と
い
う
。
）
に
関
す
る
部
分
を
除
く
。

以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
第
二
項

（
遊
戯
施
設
に
関
す
る
部
分
を
除
く
。
）
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ

る
確
認
審
査
報
告
書
等
の
受
理

㈡

第
六
条
の
二
第
六
項
（
第
八
十
七
条
第
一
項
、

第
八
十
七
条
の
四
並
び
に
第
八
十
八
条
第
一
項

及
び
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

）
の
規
定
に
よ
る
通
知

㈢

第
七
条
の
二
第
六
項
（
第
八
十
七
条
の
四
並

び
に
第
八
十
八
条
第
一
項
及
び
第
二
項
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る

完
了
検
査
報
告
書
等
の
受
理

㈣

第
七
条
の
四
第
六
項
（
第
八
十
七
条
の
四
及

び
第
八
十
八
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
中
間
検
査
報
告

書
等
の
受
理

㈤

（
略
）

㈥

第
七
条
の
六
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
仮
使
用

認
定
報
告
書
の
受
理

㈦
䢣


（
略
）



八
十
一
䢣
八
十
五

（
略
）

八
十
六

（
略
）

㈠

第
七
条
の
規
定
に
よ
る
指
導
及
び
助
言

㈡

第
十
一
条
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
十

二
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
建
築

物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
適
合
性
判
定

㈢

第
十
一
条
第
三
項
及
び
第
十
二
条
第
四
項
の

規
定
に
よ
る
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
適

合
性
判
定
の
結
果
を
記
載
し
た
通
知
書
の
交
付

㈣

第
十
一
条
第
四
項
及
び
第
十
二
条
第
五
項
の

規
定
に
よ
る
期
間
の
延
長
及
び
そ
の
期
間
を
延

長
す
る
旨
等
を
記
載
し
た
通
知
書
の
交
付

㈤

第
十
一
条
第
五
項
及
び
第
十
二
条
第
六
項
の

規
定
に
よ
る
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
基

準
に
適
合
す
る
か
ど
う
か
を
決
定
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
旨
及
び
そ
の
理
由
を
記
載
し
た
通
知

書
の
交
付

㈥

第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
是
正
措
置

命
令

㈦

第
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
国
等
の
機

関
の
長
に
対
す
る
通
知
及
び
措
置
の
要
請

㈧

第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
の
徴

収
及
び
立
入
検
査

㈨

第
三
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
建
築
物
エ

ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
向
上
計
画
の
認
定
及
び
第

三
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
十

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー

消
費
性
能
向
上
計
画
の
変
更
の
認
定

㈩

第
三
十
条
第
三
項
（
第
三
十
一
条
第
二
項
に

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に

よ
る
建
築
主
事
又
は
建
築
副
主
事
に
対
す
る
通

知


第
三
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
報
告
の
徴
収



第
三
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
善
命
令



第
三
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
建
築
物
エ
ネ
ル

ギ
ー
消
費
性
能
向
上
計
画
の
認
定
の
取
消
し

八
十
一
䢣
八
十
五

（
略
）

八
十
六

（
略
）

㈠

第
八
条
の
規
定
に
よ
る
指
導
及
び
助
言

㈡

第
十
二
条
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
十

三
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
建
築

物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
適
合
性
判
定

㈢

第
十
二
条
第
三
項
及
び
第
十
三
条
第
四
項
の

規
定
に
よ
る
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
適

合
性
判
定
の
結
果
を
記
載
し
た
通
知
書
の
交
付

㈣

第
十
二
条
第
四
項
及
び
第
十
三
条
第
五
項
の

規
定
に
よ
る
期
間
の
延
長
及
び
そ
の
期
間
を
延

長
す
る
旨
等
を
記
載
し
た
通
知
書
の
交
付

㈤

第
十
二
条
第
五
項
及
び
第
十
三
条
第
六
項
の

規
定
に
よ
る
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
基

準
に
適
合
す
る
か
ど
う
か
を
決
定
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
旨
及
び
そ
の
理
由
を
記
載
し
た
通
知

書
の
交
付

㈥

第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
是
正
措
置

命
令

㈦

第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
国
等
の
機

関
の
長
に
対
す
る
通
知
及
び
措
置
の
要
請

㈧

第
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
建
築
物
エ

ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
確
保
計
画
の
写
し
の
受
領

㈨

第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
示

㈩

第
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
措
置
命
令



第
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
国
等
の
機

関
の
長
に
対
す
る
協
議
の
要
求



第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
の
徴

収
及
び
立
入
検
査



第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
及
び

変
更
の
届
出
の
受
付



第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
指
示



第
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
措
置
命
令



第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
及
び

変
更
の
通
知
の
受
付



第
二
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
国
等
の
機

関
の
長
に
対
す
る
協
議
の
要
求



第
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
の

徴
収
及
び
立
入
検
査



第
三
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
建
築
物

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
向
上
計
画
の
認
定
及
び

第
三
十
六
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三

十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
建
築
物
エ
ネ
ル

ギ
ー
消
費
性
能
向
上
計
画
の
変
更
の
認
定



第
三
十
五
条
第
三
項
（
第
三
十
六
条
第
二
項

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定

に
よ
る
建
築
主
事
又
は
建
築
副
主
事
に
対
す
る

通
知



第
三
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
報
告
の
徴
収



第
三
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
改
善
命
令



第
三
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
建
築
物
エ
ネ
ル

ギ
ー
消
費
性
能
向
上
計
画
の
認
定
の
取
消
し



第
四
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
建
築
物

の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
に
係
る
認
定



第
四
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
建
築
物
の
エ
ネ




・


（
略
）

八
十
六
の
二

（
略
）

㈠

第
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
軽
微
な
変
更
に
関

す
る
証
明
書
の
交
付

㈡

第
二
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
建
築
物

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
向
上
計
画
の
認
定
の
通

知
及
び
第
二
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二

十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
建
築
物
エ
ネ
ル

ギ
ー
消
費
性
能
向
上
計
画
の
変
更
の
認
定
の
通

知
㈢

第
二
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
軽
微
な
変
更
に

関
す
る
証
明
書
の
交
付

八
十
六
の
三

（
略
）

㈠
・
㈡

（
略
）

㈢

（
略
）

㈣

第
七
条
の
規
定
に
よ
る
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー

消
費
性
能
向
上
計
画
に
係
る
軽
微
な
変
更
届
の

受
付

㈤
・
㈥

（
略
）

八
十
七
䢣
百
十
一

（
略
）

（
広
島
港
湾
振
興
事
務
所
長
へ
の
委
任
）

第
十
七
条

（
略
）

一
䢣
二
十
七
の
四

（
略
）

二
十
七
の
五

広
島
県
広
島
ヘ
リ
ポ
ー
ト
に
係
る
指

定
管
理
者
と
の
基
本
協
定
書
に
基
づ
く
知
事
の
権

限
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の

㈠

施
設
等
の
滅
失
又
は
損
傷
に
関
す
る
報
告

の
受
理
及
び
指
示

㈡

事
故
発
生
等
の
報
告
の
受
理
及
び
指
示

二
十
七
の
六

広
島
県
広
島
ヘ
リ
ポ
ー
ト
条
例
（
平

成
二
十
三
年
広
島
県
条
例
第
二
十
八
号
）
第
三
条

第
一
項
に
基
づ
く
管
理
業
務
に
関
す
る
指
示
及
び

監
督

二
十
八
・
二
十
九

（
略
）

ル
ギ
ー
消
費
性
能
に
係
る
認
定
の
取
消
し



第
四
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
の

徴
収
及
び
立
入
検
査



附
則
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
及

び
変
更
の
届
出
の
受
付



附
則
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
指
示



附
則
第
三
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
措
置
命

令


附
則
第
三
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
及

び
変
更
の
通
知
の
受
付



附
則
第
三
条
第
九
項
の
規
定
に
よ
る
国
等
の

機
関
の
長
に
対
す
る
協
議
の
要
求



附
則
第
三
条
第
十
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
の

徴
収
及
び
立
入
検
査


・


（
略
）

八
十
六
の
二

（
略
）

㈠

第
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
軽
微
な
変
更
に
関

す
る
証
明
書
の
交
付

㈡

第
二
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
建
築
物

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
向
上
計
画
の
認
定
の
通

知
及
び
第
二
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二

十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
建
築
物
エ
ネ
ル

ギ
ー
消
費
性
能
向
上
計
画
の
変
更
の
認
定
の
通

知
㈢

第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
軽
微
な
変
更
に

関
す
る
証
明
書
の
交
付

㈣

第
三
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
建
築
物

の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
に
係
る
認
定
の
通
知

八
十
六
の
三

（
略
）

㈠
・
㈡

（
略
）

㈢

第
五
条
の
規
定
に
よ
る
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー

消
費
性
能
基
準
に
適
合
し
な
く
な
っ
た
又
は
除

却
し
た
旨
の
報
告
書
の
受
付

㈣

（
略
）

㈤

第
七
条
の
規
定
に
よ
る
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー

消
費
性
能
向
上
計
画
等
に
係
る
軽
微
な
変
更
届

の
受
付

㈥
・
㈦

（
略
）

八
十
七
䢣
百
十
一

（
略
）

（
広
島
港
湾
振
興
事
務
所
長
へ
の
委
任
）

第
十
七
条

（
略
）

一
䢣
二
十
七
の
四

（
略
）

二
十
八
・
二
十
九

（
略
）



第
二
条

広
島
県
地
方
機
関
の
長
に
対
す
る
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う

に
改
正
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一

第
一
条
の
規
定

令
和
七
年
四
月
一
日

二

第
二
条
の
規
定

令
和
七
年
四
月
十
四
日

改

正

後

改

正

前

（
縮
景
園
長
へ
の
委
任
）

（
縮
景
園
長
へ
の
委
任
）

第
二
十
四
条
の
四

（
略
）

一

入
園
料
の
減
免
（
広
島
県
縮
景
園
設
置
及
び
管

理
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
広
島
県
条
例
第
三
十
六

号
。
以
下
「
縮
景
園
条
例
」
と
い
う
。
）
第
十
二

条
第
九
号
の
規
定
に
よ
る
も
の
を
除
く
。
）
に
関

す
る
こ
と
。

二
䢣
四

（
略
）

２

（
略
）

第
二
十
四
条
の
四

（
略
）

一

入
園
料
の
減
免
（
広
島
県
縮
景
園
設
置
及
び
管

理
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
広
島
県
条
例
第
三
十
六

号
。
以
下
「
縮
景
園
条
例
」
と
い
う
。
）
第
十
二

条
第
十
号
の
規
定
に
よ
る
も
の
を
除
く
。
）
に
関

す
る
こ
と
。

二
䢣
四

（
略
）

２

（
略
）


